
 

 

 

   令和８年度 

市川市営住宅 空家入居希望者登録 

【募集案内】 
 

 

 募集期間   令和８年６月１日（月） ～ ６月１５日（月） 

 

 提出方法   提出書類を募集案内が入っていた封筒に入れて提出 

 

 提出期限   【郵送の場合】6月１５日（月）消印有効 

50g以内の場合：140円切手貼付    

100g以内の場合：180円切手貼付    

※封筒おもて面に、申込者の住所・氏名を記入 

【持参の場合】６月１５日（月）午後４：００まで 

     ※募集期間内に下記受付場所まで直接持参 

受付場所：①第１庁舎 ３階受付スペース 

②行徳支所 ２階（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･NPO ﾌﾟﾗｻﾞ横） 

           受付時間：午前９：００～午後４：００（土・日を除く） 

 

 

送付先 

〒272－8501 

市川市八幡１丁目１番１号 市川市役所 第１庁舎 市営住宅課 宛 

 

【問い合わせ】047-383-9594（直通）  
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 空家入居希望者の登録制度は、予め、住宅に困窮している度合い（住宅困窮度）

の高い順に入居希望者を登録し、市営住宅に空家が発生した際、登録順位に従っ

て空家を紹介する制度です。 

 

１．空家入居希望者の登録制度            

 

 

 

 

＜申込みにあたって＞ 

・今回の募集は、令和８年度の入居希望者を登録するための募集です。 

 昨年度登録された方も、再度の申込みが必要です。 

 

・下記について、ご理解の上、申込みください 

 

市営住宅は市民共有の財産です。 

市営住宅は、公営住宅法・市川市営住宅の設置及び管理に関する条例等に基づ

いて、住宅に困窮する市民のために建設・管理している住宅です。 

家賃も一般的な民間賃貸住宅よりも低廉に設定されています。 

市民の方々が納められた税金が、その建設・管理に使われています。 

 

共同住宅のルールを守る義務があります。 

・動物、小動物の飼育（餌付け及び一時預かりを含む）はできません。 

・騒音、不法駐車など、他の入居者の方に迷惑をかけてはいけません。 

・共用部分の清掃など、入居者のみなさんで協力して行う活動があります。 

・市役所との連絡目的で、入居者の方から管理人を委嘱させていただきます。 

 

家賃（住宅使用料）以外に、共益費の支払いが必要です。 

外灯、エレベーターなどの電気代など、入居者が共同で使用する費用は、家賃

以外に共益費として入居者全員で負担していただきます。 
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２．申込みから入居まで              
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

  

  

 

＜申込資格を満たしている方＞     ＜申込資格を満たしていない方（失格）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                      

 

  

有資格者について住宅困窮度を判定

し、登録順位を決定 

空家紹介 

（１０月上旬以降） 

空家が発生した場合、登録順位上位者

から順次空家を紹介 

登録順位の通知書の送付 

（９月中旬頃） 

申込資格の審査 

入居決定・手続 

緊急連絡先届の提出 

敷金（家賃３ヶ月分）の納入 

家賃の口座振替手続 など 

入 居 

申込資格を満たしていない旨を記した

通知書の送付（９月中旬頃） 

（注） 

空家の紹介後に入居を辞退した場合は、次年

度の申込みの際に住宅困窮度が低く判定さ

れます。 

令和８年度の登録における 

空家への入居期限 

令和９年５月３１日まで 

 

※入居期限以降に空家への入居を希望す

る場合には、次年度に再度、登録の申込

みをしていただくことになります。 

（自動更新ではありません。） 

 

申 込 み 
(６月１日～６月１５日) 

（注） 

市営住宅の家賃には修繕費が含まれていな

いため、退去時に退去修繕費（20～30 万円

程度）が別途必要となります。 



3 

 

３．申込時の注意事項               
 

１．申込みは、１世帯につき１件に限ります。 

   ２件以上の申込みをした場合、単身で申込みをした方が他の申込者の同居親族（入居

時に同居する親族）となっている場合、いずれも失格となります。 

 

２．申込後の記載事項の変更は認められません。 

申込書、その他の提出書類に偽りがあることが判明した場合、失格となります。 

 

３．申込書に記入されていない方は、入居できません。 

   申込後に出生した子は除きます。 

 

４．書類の補正期間はありません。 

   申込書、その他の提出書類に不備がないようにお願いします。 

 

５．申込時に提出された書類はお返しできません。 

 

６．持ち家のある方（登記簿上の名義人及び共有名義人）は、申込みできません。 

   入居手続までに、持ち家の所有権を失ったことが確認できる書類を提出する見込みの

ある方は、申し込むことができます。同居しようとする親族に持ち家がある場合も申込

みできません。 

居宅等の相続権がある、または居住していながら登記簿の名義変更をしていない場合

も含まれます。 

 

７．公営住宅の入居者は申込みできません。 

 

８．過去に市営住宅を不正に使用した方は申込みできません。 

① 住宅使用料（家賃）、損害賠償金の滞納が残っている方。 

② 条例等に違反し、明渡請求を受けたことがある方。 
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４．申込資格                   
 

次の１～６の条件を満たすことが必要です。 

 

１．令和７年１２月１６日までに本市に住民登録をしていること。 

 ※住民登録している住所に居住していない方は、申込資格がありません。 

  ＤＶ等の被害により、住民登録している住所から避難している場合を除きます。 

 

２．現に同居し、または同居しようとする親族があること。 

※同居できる親族には次の方も含まれます。 

 ① 申込者と事実上、婚姻関係にある方。 

 ② 申込者と婚約しており、入居手続までに婚姻したことが確認できる書類を提出する 

  ことができる方。（婚姻を証明する書類の提出がない場合、入居できません。） 

 ③ 申込者の親族で、現在は別居しているが、同居する必要があり、同居することが確実 

である方。 

 ④ 市川市パートナーシップ・ファミリーシップの届出が受理されている方（または市と 

協定している団体による証明のある方）。 

 ※不自然に分割された親族による申込みはできません。 

別居している夫婦、兄弟姉妹のみで両親が除かれた世帯、祖父母と孫からなる世帯等 

 

※次のいずれかに該当する方は、単身でも申込みできます。 

単身者は、入居できる住宅（間取り）が限定されます。※２２～２５ページ参照。 

日常生活において自炊の可能な程度の健康状態である方が対象となります。 

以下のいずれかに該当する方でも、身体上または精神上著しい障がいがあるため、 

単身で生活することが困難であると認められる方は、申込みできません。 

 

(1) 申込日において６０歳以上の方 

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が１級から４級までの方 

 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、１級から３級までの方 

 (4) 療育手帳の交付を受けている方 

 (5) 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が特別項症から第６項症まで

または第１款症の方 

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定による、厚生労働

大臣の認定（原爆症認定）を受けている方 

(7) ハンセン病療養所等に入所していた方 

(8) 生活保護を受けている方 

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する支援給付を受けている方 

(10) 海外からの引揚者で、引揚げから５年以内の方  
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  (11) 配偶者からの暴力（ＤＶ等の被害）を受けた者及びその家族であって、次の①～③

のいずれかに該当する方（１．５．の申込資格は、適用しません。） 

  ① 一時保護または保護が終了した日から起算して５年を経過していない方 

  ② 裁判所が配偶者に下す被害者に対しての身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を

生じる日から起算して５年を経過していない方 

  ③ 配偶者暴力相談支援センター等の市長が認める機関又は団体により、配偶者等から

の暴力の被害を受けている旨の証明又は確認を受けている方 

(12) 犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、次の①及び②のいずれかに該当す

る方（１．５．の申込資格は、適用しません。） 

①  犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった方 

②  居住している住宅又はその付近の犯罪により、当該住宅での居住が困難になった方 

(13) 大規模な火災、震災、その他の災害により住宅が滅失した方（被災市街地復興特別

措置法第 21 条に規定する被災者等）、「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象

避難者で、３．６．の要件を備える方 

 

３．現在、次のいずれかに該当する住宅困窮理由があること。 

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態に

ある住宅に居住している。 

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている。 

(3) 住宅がないため親族と同居することができない。 

(4) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上、又は教育上不適当な 

居住状態にある。 

(5) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため住宅に困窮してい

る（自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。）。 

(6) 収入に対する家賃の割合が過大である。 

 

４．世帯の月収額が、収入基準額を超えないこと。 

収入基準額及び月収額の算定方法は、１２～２０ページを参照ください。 

 

５．市税（国民健康保険税を含む）を滞納していないこと。※令和８年６月１５日時点 

 ※同居しようとする親族も同様です。延滞金の未納も滞納となります。 

※滞納している市税を分割納付している場合も、当然に滞納となります。 

市税の滞納の有無は、納税・債権管理課にてご確認ください。 

 

６．申込者または同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

  暴力団員とは、暴力団の構成員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律  

第２条第６号）のことをいいます。 
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５．提出書類                   
 

 申込みには、必ず提出する書類と申込者の状況によって必要となる書類があり 

ます。 

書類に不備がある場合は、失格となる場合がありますので、十分確認のうえ必要書類を提

出してください。（有効期限のある書類については、期限切れでないかお確かめください。） 

 なお、提出いただいた書類はお返しできませんのでご了承ください。 

 ＊の所定用紙は、市営住宅課の窓口及び市公式ウェブサイトにて配布しています。 

 

・必ず提出する書類 

 

(1) 市営住宅入居登録申込書 －様式第４号（第５条関係）－（同封） 

・１枚目の表面・裏面、２枚目の「居住状況報告書・申込み状況に関する調査」に 

必要事項を記入し、３枚目の「確認書」にチェック☑をしてください。 

・１枚目の「申込者氏名」及び３枚目の「確認書」は申込者本人が記名してください。 

・【外国籍の方】日本語で記入してください（「申込者氏名」のみアルファベット可）。 

  

(2) 収入を証明する書類 ※申込者及び同居を希望する親族全員分必要 

・収入のある方：７ページの「収入区分」に応じた提出書類を提出してください。 

複数の収入がある場合（複数会社で勤務、給与収入と年金収入がある場合など）は、 

すべての「収入区分」に応じた提出書類の提出が必要です。  

・無収入の方（学生及び生活保護受給者以外）：最新（令和８年度）の市県民税非課税 

証明書を提出してください。（申告済の方：６月１０日（水）以降発行可能） 

※市県民税申告を申告期限（３月１５日）までにしていなかった方：申告後、市県民税 

課税（非課税）証明書が発行可能となるのは、７月１３日（月）以降となります。 

 募集期間（６月１日～１５日）に申告した場合に限り、失格とせず、お待ちします。 

 募集期間後の申告は、失格となります。 

 

(3) 現在の住まいの契約状況（家賃、契約者等）が確認できる書類のコピー 

・最新の賃貸借契約書のコピーを添付してください。（共益費を含まない家賃額、 

賃貸人・賃借人、契約期間が確認できるページ） 

・最新の賃貸借契約書がない場合、不動産会社に依頼のうえ写しを取得してください。 

 

(4) 希望団地調査票（同封） 
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※収入を証明する書類 

 

収入区分 内    容 提出書類 

給与所得者 

（アルバイト・ 

パート含む） 

 

 

現在の 

勤務先に 

就職した時期が 

 

前年 1月 1 日 

以前の場合 

 
源泉徴収 

されている方 

 

源泉徴収票のｺﾋﾟｰ 

または、課税証明書 

 
源泉徴収 

されていない方 

確定申告書(控)のｺﾋﾟｰ 

または、＊給与支払証明書 

  

前年 1月 2 日 

以降の場合 

 ＊給与支払証明書 

まだ給料の支給を 

受けていない方 

＊給与支払(予定)証明書 

(給与支払証明書と同一書類) 

事業所得者 

 

現在の事業を始めたのが 

 前年 1月 1 日以前の方 確定申告書(控)のｺﾋﾟｰ 

 前年 1月 2 日以降の方 ＊事業所得内訳書 

日 雇 い 

 

勤務先が一定で 

日雇いを 

始めた時期が 

 

 前年 1月 1 日 

 以前の場合 

 

源泉徴収 

されている方 

 

源泉徴収票のｺﾋﾟｰ 

または、課税証明書 

源泉徴収 

されていない方 

確定申告書(控)のｺﾋﾟｰ 

または、＊給与支払証明書 

 前年 1月 2 日以降の方 ＊給与支払証明書 

勤務先が 

一定していない場合で 

日雇いを始めた時期が 

 前年 1月 1 日以前の方 
確定申告書(控)のｺﾋﾟｰ 

または、＊事業所得内訳書 

 

 前年 1月 2 日以降の方 

 
＊事業所得内訳書 

年金等受給者 

受給している全ての種類の公的年金（障害・遺族年金等の非

課税年金及び、恩給・年金基金を含む）及び企業年金の受給

額が確認できる右記の書類のうち、いずれかのコピー 

公的年金等の源泉徴収票 

年金振込通知書 

年金額改定通知書 

※収入が複数ある場合は、すべての「収入区分」に応じた提出書類を提出してください。 

※源泉徴収票、確定申告書については、令和７年分のものをご提出ください。 

※令和８年度 課税（非課税）証明書は、６月１０日（水）以降発行可能となります。 
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・申込者の状況によって必要となる書類 

 

 
１．世帯構成や資格要件等に関する書類  

 

 (1) 単身の方 

・単身入居の入居者資格認定のための申立書（＊所定用紙）（同封） 

     

(2) 現在、別居中の同居予定親族がいる方 

・同居予定の方の住民票（本籍記載、マイナンバー非表示のもの） 

・申込者と同居予定親族の続柄が確認できる戸籍全部事項証明書 

 

(3) 現在、婚約中の方 

・婚約者の住民票（本籍記載、マイナンバー非表示のもの） 

・婚約申述書（＊所定用紙） 

※空家紹介時には、婚姻が確認できる書類（戸籍全部事項証明書等）の提出が必要です。 

 

 (4) 事実上婚姻関係にあり同居を希望する方 

・「夫（未届）」または「妻（未届）」と記載された住民票 

 

 (5) 市川市パートナーシップ・ファミリーシップの届出が受理されている方 

   ・市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書または同証明カード 

または、市と協定している団体の発行する証明書 

 

(6) 配偶者と離婚協議中・調停中・裁判中で配偶者を同居希望親族として記載しない方 

・離婚手続中であることが確認できる裁判所の書類。ない場合は、離婚手続中であることの 

申述書（＊所定用紙） 

※空家紹介時には、離婚が確認できる書類（戸籍全部事項証明書等）の提出が必要です。 

 

(7) ひとり親世帯の方（２０歳未満の子を養育する世帯） 

・児童扶養手当証書のコピー。ない場合は、戸籍全部事項証明書 

 

(8) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を 

受けている方 

・障がいの等級が確認できるこれらの手帳のコピー 

 

(9) 寝たきり（常時就床を要する）状況にある方（障害者手帳等をお持ちの方を除く。） 

・常時就床を要することを証する診断書、要介護度が確認できる介護保険被保険者証等 
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(10) 病気で１年以上の療養（入院・通院）を要するため就労できない状況にある方 

（身体障害者手帳 1～4級、精神障害者保健福祉手帳 1～2級、療育手帳 A～B1の交付を受けて 

いる方に該当する場合を除く。） 

・１年以上の加療を要する旨、病名及びこれにより就労できない状況であることの記載の 

ある医師の診断書 

 

(11) 生活保護を受けている方 

・生活支援課の発行する保護受給証明書（受給内容記載されているもの） 

※現在、生活保護は受けていなくても、生活保護受給の相談中の方はお申し出ください。 

 

(12) 配偶者及び生活の本拠を共にする交際相手から暴力を受けている被害者で保護施設 

等の入居者または退所者及び裁判所の保護命令が発された方など 

・裁判所の保護命令決定書等のコピー。ない場合は、配偶者暴力相談支援センターにおいて 

相談を行ったことの証明書（発行から１年以内のもの。） 

 

(13) 犯罪被害者で生計を維持できなくなったまたは居住が困難になった方など 

・被害届や交通事故証明書等のコピー ・犯罪被害者等確認書（＊所定用紙） 

 

(14) 令和９年３月３１日までに持ち家を処分することが確定している方 

・競売開始決定正本または売買契約書のコピー。ない場合は売買契約を予定していることが 

確認できる媒介契約書、家屋売却相談受付証明書（＊所定用紙）等 

※持ち家の処分が未完了の場合、空家紹介はできません。 

 

(15)  親族（子など）が本人に代わり賃貸借契約者となっている方、親族の家に同居して 

いる方 

・親族（子など）が契約している最新の賃貸借契約書のコピー（親族の持家の場合は不要） 

・家賃負担申述書（＊所定用紙） 

 

(16) 児童相談所等において、知能指数が 75以下と判定された方 

  （療育手帳の交付を受けている方を除く。） 

・児童相談所長等の判定書 
 

(17) 原爆症認定を受けている方 

・医療特別手当証書または特別手当証書のコピー 

 

(18) 海外からの引揚者の方 

・厚生労働省社会援護局長の発行する、海外からの引揚者であることの証明書 

 

(19) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定 

配偶者の自立の支援に関する法律第 14条第１項に規定する支援給付を受けている方 

・中国残留邦人等身分証明書のコピー 
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(20) ハンセン病療養所等に入所していた方 

・ハンセン病療養所等の長の発行する、当該施設に入所していたことの証明書 

 

(21) 大規模な火災、震災、その他の災害により住宅が滅失した方（被災市街地復興特別措置 

法第 21条に規定する被災者等）、「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者 

・り災証明書のコピー、被災証明書のコピー等 

 

(22) 外国籍の方 

・入居希望者全員の在留カード、または、特別永住者証明書のコピー（表裏）。 

または、国籍等の省略をしていない世帯全員の住民票。 

 

 

２．収入に関する書類  

 

 (1) 現在、失業中で雇用保険を受けている方 

・雇用保険受給資格者証のコピー 

 

 (2) 昨年中は就職していたが、現在は退職している方 

・離職票のコピーまたは退職証明書等（＊所定用紙他、会社の押印があるもの） 

  

(3) 申込期日の令和８年６月１５日までに退職することが確定している方 

・退職予定証明書 

※申込者が登録者として決定された場合は、速やかに上記(2)の書類を提出していただきます。 

 

(4) 現在無収入の方（給与収入や年金収入がない方） 

（前記(1)～(3)に該当する方、学生及び生活保護を受給している方を除く。） 

・令和８年度市県民税非課税証明書 

 

(5) 現在、扶養義務者から継続して仕送りを受けている方 

・月々の仕送額を証する仕送者の証明（仕送者の作成によるもの） 

・仕送額が確認できる通帳（表紙及び明細）のコピー   のいずれか。 

 

※現在無収入の方が入居時までに就職している場合は、入居時に新たな就職先の給与明細

のコピーを提出していただきます。 

 

※収入が一定基準に満たない方は、入居時に、家賃の支払もしくは貯金残高を確認できる

書類の提出を求めることがあります。 



11 

 

３．住宅困窮度に関する書類  

 

(1) 住宅以外の建物（物置、倉庫、納屋等）、倒壊などの恐れがある建物に居住している方 

・建物の保安状況が確認できる写真（別の角度から 3枚以上） 

※申込書 2枚目「居住状況報告書」の「保安上危険な住宅」において「該当する」に☑を 

した方は必要です。 

 

(2)  住宅設備上不備がある住宅（専用の台所、便所、浴室がない）に居住している方 

・住宅の間取りが確認できる不動産業者等作成の書類（間取り図等で専用の台所、便所、 

浴室がないことが確認できるもの） 

※申込書 2枚目「居住状況報告書」の「住宅の設備」において☑をした方は必要です。 

 

(3)  申込時に親族以外の世帯と同居している方（ルームシェアは除く） 

・同居世帯が親族でないことを確認できる書類（関係者の戸籍全部事項証明書など）及び 

家賃負担申述書（＊所定用紙） 

 

(4)  適当な間取りの住宅がなく親族と同居できない方、居室１部屋あたり３名以上が居住  

している方 

・住宅の間取りと面積などが確認できる不動産業者作成の書類（間取り図） 

 

(5) 家主の正当理由による立退きを求められている方（賃借人に原因がなく１年以内に 

取壊しとなる場合） 

・更新拒絶通知、解約申入通知、取壊し計画等に関する賃貸人の証明書（＊所定用紙他、賃貸人 

の押印のあるもの、立退き理由の確認できるもの）等 

※申込書 2 枚目「居住状況報告書」の「立退要求」において「有」に☑をした方は必要です。 

 

(6) 社宅、社員寮、マンションの管理人室に居住している方で１年以内にその立退きを 

求められている方（自己都合退職、定年退職は含まない。） 

・立退要求理由、期限の記載された雇用者からの書面 

 

(7) 現在の住まいの契約状況（家賃、契約者等）が確認できる書類のコピー 

・最新の賃貸借契約書のコピー（６ページ参照） 
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６．収入基準額                  

 

 市営住宅に入居するには、世帯の月収額が収入基準額を超えないことが必要です。 

一般世帯と裁量世帯で収入基準額が異なります。 

 

世 帯 収 入 基 準 額 

一般世帯 月収額：１５８,０００円以下 

裁量世帯 月収額：２１４,０００円以下 

 

※裁量世帯とは、次に掲げる世帯をいい、それ以外は一般世帯です。 

裁量世帯 資  格  要  件 

高 齢 者 世 帯 

(1) 全員が６０歳以上の世帯（単身者も該当します。） 

(2) １８歳未満の方と６０歳以上の方で構成されている世帯 

   ※年齢の基準日は、申込日現在とします。 

障 が い 者 世 帯 

(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が１～４級の方のいる世帯 

(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が１～２級 

の方のいる世帯 

(3) 療育手帳の交付を受け、障がいの程度が○Ａ・Ａの１、Ａの２・Ｂの１ 

の方のいる世帯 

(4) 児童相談所・障害者更生相談所において、知能指数が５０以下 

  と判定された方のいる世帯 

戦 傷 病 者 世 帯 
・戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの程度が特別項症から第６項症 

の方または、第１款症の方のいる世帯 

原爆被爆者世帯 
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１号第１項の規定による、

厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯 

引 揚 者 世 帯 ・海外からの引揚者で引揚げから５年以内の方のいる世帯 

ﾊ ﾝ ｾ ﾝ病 者 世 帯 ・ハンセン病療養所等に入所していた方のいる世帯 

子 育 て 世 帯 ・同居者に小学校就学の始期に達するまでの子のいる世帯 
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≪収入早見表≫ 参考 
  

この表は、2種類以上の収入がある場合や 2人以上の収入がある場合、年の途中で勤務

先が変わった場合は、この表は使えません。 

また、親族控除以外の控除がある場合もこの表は使えません。 

 
◆給与収入の場合（前年１年間の総収入「諸手当・賞与・税金等を含む」金額） 

区分 単身者 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 

一般世帯 
2,967,999 円 

以下 

3,511,999 円 

以下 

3,995,999 円 

以下 

4,471,999 円 

以下 

4,947,999 円 

以下 

5,423,999 円 

以下 

裁量世帯 
3,887,999 円 

以下 

4,363,999 円 

以下 

4,835,999 円 

以下 

5,311,999 円 

以下 

5,787,999 円 

以下 

6,263,999 円 

以下 

 

◆年金収入の場合（65 歳以上の方が１人で年金所得のみの場合の金額） 

区分 単身者 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 

一般世帯 
3,096,011 円 

以下 

3,534,682 円 

以下 

4,041,349 円 

以下 

4,495,308 円 

以下 

4,942,367 円 

以下 

5,389,425 円 

以下 

裁量世帯 
3,924,015 円 

以下 

4,391,778 円 

以下 

4,838,837 円 

以下 

5,285,896 円 

以下 

5,732,955 円 

以下 

6,180,014 円 

以下 

 

◆事業所得の場合（前年１年間の必要経費控除後の所得金額） 

区分 単身者 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 

一般世帯 
1,896,000 円 

以下 

2,276,000 円 

以下 

2,656,000 円 

以下 

3,036,000 円 

以下 

3,416,000 円 

以下 

3,796,000 円 

以下 

裁量世帯 
2,568,000 円 

以下 

2,948,000 円 

以下 

3,328,000 円 

以下 

3,708,000 円 

以下 

4,088,000 円 

以下 

4,468,000 円 

以下 

 

＜収入早見表の見方＞ 

 

 

 ＝        ＋        ＋ 

 

 

 

◎遠隔地扶養親族とは、申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族のうち、同居してい

ない者をいいます。例えば、離れて住んでいる親などを扶養しているような場合です。 

 会社や税務署に「扶養親族の申告」をしている必要があります。 

◎出産予定であっても、申込時点で生まれていなければ、世帯員数には含まれません。 

収入早見表の 

世 帯 員 数

名 

申 込 者 

本 人  

 １ 名 

名 

同 居 

親 族 数 

名 

遠 隔 地 

扶養親族数 

名 
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７．月収額の計算方法               
 

世帯の月収額とは、申込者及び同居親族のうち、現に所得を得ている方の１年間の総所得

金額（原則として前年の所得を用いますが前年の途中から所得を得ることとなった場合は、

年額を推定計算します。）の合計額から、控除額を差し引いた後の金額を１２ヶ月で割った

金額のことです。 

 

月収額の計算 
 

年間の総所得金額 
 

 

 

― 

控除額 
 

 

 

÷１２＝ 

世帯の月収額 

（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ） 
給与所得 年金所得 日雇い等 

 

 

 円 

（ｄ） 
一般・特別控除 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

ここで計算した世帯の月収額が１２ページの収入基準額以下の方は申込みが可能です。 

 

 

各収入の年間所得金額の算定方法は、以下のページをご覧ください。 

 

（ａ）給与所得者は １５～１６ページ 

 

（ｂ）年金所得者は １７ページ 

 

（ｃ）日雇い等は  １８ページ 

 

（ｄ）控除額は   １９～２０ページ 

 

所得の種類により月収額の計算方法が違いますので、自分がどの所得に該当するか、 

確認のうえ計算してください。 

 

申込世帯の中で２人以上に収入がある場合 

・入居しようとする世帯に収入のある方が２人以上いる場合は、それぞれの所得額の求め方

（１５～１８ページ）で年間所得金額を算出し、合算した額を年間の総所得金額としてく

ださい。 
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１.給与所得者の場合 

・給与所得とは、給料・諸手当・賞与等の所得で、会社員、店員、パート、事業専従者など

の収入が該当します。 

・年間総収入金額とは、給与所得控除をする前のもので、諸手当・賞与・税金等を含んだ全

ての支払金額です。（ただし、通勤手当等の非課税所得は含みません。） 

 

現在の勤務先への就職時期 計  算  方  法 

① 前年 1月 1日以前 

 

前年の１年間の総収入  

② 前年以降でかつ 

１年以上勤務 

 

就職の翌月から１年間の総収入 

③ 勤務して１年未満 

 

Ａ＝ 就職の翌月～申込前月までの総収入 

（※賞与を除く） 

Ｂ＝ 勤務月数 

（就職の翌月～申込前月までの月数） 

Ｃ＝ 賞与等 

（Ａ÷Ｂ）×１２＋Ｃ 

＝ 年間の推定総収入金額 

 

④ まだ１ヶ月分の給料を 

受けていない 

 

（雇用条件に基づき支給が予定されている 

１ヶ月分の給料）×１２ヶ月 

＝ 年間の推定総収入金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間総収入金額 

 

 

 

※給与所得者が２人以

上いる場合、各人が

算出した年間総収入

金額はここでは合算

せず、次ページで年

間所得金額を算出し

てから合算します。 

円 
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前ページで算出した「年間総収入金額」を下表に当てはめて、「年間所得金額」を 

算出します。 

年間総収入金額の区分 給与所得の計算方法  

～  650,999円 所得金額は０円 
 

651,000 ～  

1,899,999円 
（総収入金額）－ 650,000円＝ 

 

 

1,900,000 ～  

3,599,999円 
（端数整理後の総収入金額）×0.7－80,000 円＝ 

 

 

3,600,000 ～  

6,599,999円 
（端数整理後の総収入金額）×0.8－440,000 円＝ 

 

 

  

 

6,600,000 ～  

8,499,999円 
（総収入金額）×0.9－1,100,000 円＝ 

  

  

 

8,500,000円 ～ （総収入金額）－1,950,000 円 
  

  

  

 

 端数処理整理の仕方 

 

15ページで算出した「年間総収入金額」が 

 1,900,000～6,599,999円 の方は 

以下の式に従い端数整理をしてください。 

 

年間総収入金額 ÷ 4,000 ＝ Ａ 

 

Ａの小数点以下を切り捨てた整数値＝Ｂ 

 

Ｂ× 4,000 ＝端数整理後の総収入金額 

 

 

（例）年間総収入金額が 3,832,999円の場合 

 

3,832,999÷4,000＝958.24975 

 

小数点以下を切り捨て 

 

958×4,000＝  3,832,000円  

 

端数整理後の総収入金額 

 

  

年間所得金額 

 

※給与所得者が

複数いる場合

は、ここで所

得を合算しま

す。 

 

※14 ページヘ 

 
(ａ) 円 

 

（定数） 

（定数） 

（定数） 

（定数） 
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２.公的年金所得者の場合 

・公的年金とは、国民（老齢）年金・厚生（老齢）年金・年金基金・恩給・各種共済年金等のことで、

雑所得となります。 

・税法上非課税とされている各種年金（障害・遺族・福祉年金・遺族恩給）は、 

所得金額は０円として計算してください。（ただし、収入を証明する書類の提出は必要です。） 

・複数の公的年金を受給されている方は、 

 非課税年金以外の年金の合計金額＝年間総収入金額として計算してください。 

 

  

 

 

 

※年齢の基準日は、６月１５日現在とします。 

  

受給者年齢 公的年金の年間総収入金額 年間所得金額の計算方法 

※６４歳 

以下の方 

         ～  600,000 円 所得金額は０円 
 

 

600,001～1,299,999 円 (年間総収入金額)－600,000 円＝ 
 

1,300,000～4,099,999 円 (年間総収入金額)×0.75－275,000 円＝ 
 

4,100,000～7,699,999 円 (年間総収入金額)×0.85－685,000 円＝ 
 

※６５歳 

以上の方 

         ～1,100,000 円 所得金額は０円 
 

1,100,001～3,299,999 円 (年間総収入金額) －1,100,000 円＝ 
 

3,300,000～4,099,999 円 (年間総収入金額)×0.75－275,000 円＝ 
 

4,100,000～7,699,999 円 (年間総収入金額)×0.85－685,000 円＝ 

 

年間所得金額 

 

 

 

※14 ページヘ 

（ｂ）円 
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３.その他の所得・日雇いの場合 

・その他の所得とは、事業所得・雑所得などの所得で、自営業・サービス業・外交員等の所

得が該当します。状況に応じて下の図の通り計算してください。 

そ

の

他

の

所

得 

現在の事業の開業時期 計算の方法 

① 前年 1 月 1 日以前 前年分の確定申告した所得金額 

② 前年 1 月 2 日以降でかつ、 

開業して 1 年以上経過 

開業の翌月から 12 ヶ月分の 

総収入金額（総売上高）―必要経費 

③ 開業してから 1 年未満 

Ａ＝ 開業の翌月から申込前月までの総収入金額 

（総売上高） 

Ｂ＝ 必要経費 

Ｃ＝ 営業月数 

（事業を始めた翌月から申込前月 5 月までの月数） 

（Ａ―Ｂ）÷Ｃ×１２＝推定の年間所得金額 

 

日

雇

い 

日雇いを始めた時期 計算の方法 

勤
務
先
が
一
定
し
て
い
る
場
合 

前年 1 月 1 日以前 １５ページ①と同じ計算方法 

前年 1 月 2 日以降でかつ 

日雇いを始めて 1 年以上経過 
１５ページ②と同じ計算方法 

日雇いを始めて 1 年未満 

Ａ＝ 日雇いを始めた翌月から申込前月までの総収入 

Ｂ＝ 稼動月数 

(日雇いを始めた翌月から申込前月までの月数) 

（Ａ÷Ｂ）×１２＝推定の年間総収入金額 

以下、１６ページで年間所得金額を算出 

勤
務
先
が
一
定
し
て
い
な
い
場
合 

前年 1 月 1 日以前 前年分の確定申告した所得金額 

前年 1 月 2 日以降 

 

（日給の平均額×1 ヶ月の平均稼動日数） 

 

×１２＝推定の年間総収入金額 

 

以下、１６ページで年間所得金額を算出 

 

  

                  

年間所得金額           ※14 ページへ 

 

（ｃ） 円 
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４.各種控除の内容及び控除額 

控除の種類 対   象   者 控除額 

一 

般 

控 

除 

基礎控除 
・申込者及び同居予定親族で、給与所得または公的年金等にかかる雑

所得を有する人 

その方の所得額

但し、限度額は 

１０万円 

同居親族控除 ・申込者以外の同居予定親族 
１人につき 

３８万円 

扶養親族控除 
・所得税法上の扶養親族、または控除対象配偶者であって、同居しな

い方（遠隔地扶養親族のこと） 

１人につき 

３８万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 
 
 
 
 
 
 

別 
 
 
 
 
 

控 
 
 
 
 
 

除 

特定扶養親族控除 

（配偶者を除く） 

・申込者または同居予定親族のいずれかの扶養親族のうち 16 歳以上

～23 歳未満の方 

１人につき 

２５万円 

老人扶養親族 

控除 

・申込者または同居予定親族のいずれかの扶養親族または控除対象配

偶者のうち、70 歳以上の方 

１人につき 

１０万円 

ひとり親控除 

婚姻をしていない人または配偶者の生死の明らかでない人で、生計を

一つにする子（総所得金額等が 48 万円以下で他の人の同一生計配偶

者や扶養親族になっていない子に限る）がおり、合計所得金額が 500

万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者

がいない方 

ひとり親 

１人につき 

３５万円 

但し、その方の所
得金額から基礎
控除により控除
した残額が 35 万
円未満の場合は
その残額 

寡婦控除 

ひとり親に該当しない人で、①夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶

養親族がいる人で、合計所得金額が 500 万円以下であり、事実上婚姻

関係と同様の事情にあると認められる者がいない方 ②夫と死別し

た後婚姻をしていないか夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額

が 500 万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら

れる人がいない方 

その方の所得額

但し、限度額は 

２７万円 

障がい者控除 

・申込者または一般控除（上記参照）の対象者のうち、次のいずれか

に該当する方 

①身体障害者手帳（3～6 級）の交付を受けている方 

②戦傷病者手帳（第 4 項症以下）の交付を受けている方 

③療育手帳（B の 1～2）の交付を受けている方 

④精神障害者保健福祉手帳（2～3 級）の交付を受けている方 

⑤年齢 65 歳以上の方で障がいの程度が①③と同程度であることの福

祉事務所長の認定書の交付の交付を受けている方 

１人につき 

２７万円 

特別障がい者 

控除 

・申込者または一般控除（上記参照）の対象者のうち、次のいずれか

に該当する方 

①身体障害者手帳（1～2 級）の交付を受けている方 

②戦傷病者手帳（特別項症から第 3 項症まで）の交付を受けている方 

③療育手帳（○A・A の 1～2）の交付を受けている方 

④精神障害者保健福祉手帳（1 級）の交付を受けている方 

⑤原爆被爆者のうち、厚生労働大臣の認定を受けている方 

⑥心神喪失の状況にある方（医師の診断書） 

⑦国民年金法施行令別表の 1級と同程度の方（都道府県知事等の証明書） 

⑧常に就床を要し、複雑な介護を要する方（医師の診断書） 

⑨年齢 65 歳以上で障がいの程度が①③④と同程度であることの福祉

事務所長の認定書の交付を受けている方 

１人につき 

４０万円 
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５．控除額の計算方法 

控  除  名 控除の内容及び金額 世帯の控除額 

①基 礎 控 除 
〈申込者及び同居予定親族〉 

０～１０万円×    人＝ 

基礎控除額 

円 

②親 族 控 除 
〈申込者以外の同居予定親族及び遠隔地扶養親族〉 

３８万円×    人＝ 

親族控除額 

円 

③特定扶養親族控除 
〈16 歳以上 23 歳未満の扶養親族（配偶者を除く）〉 

２５万円×    人＝ 

特定扶養控除額 

円 

④老人扶養親族控除 
〈70 歳以上の扶養親族〉 

１０万円×    人＝ 

老人扶養控除額 

円 

⑤ひ と り 親 控 除 
〈所得のある者がひとり親の場合〉 

０～３５万円×    人＝ 

ひとり親控除額 

円 

⑥寡 婦 控 除 
〈所得のある者が寡婦の場合〉 

０～２７万円×    人＝ 

寡婦控除額 

円 

⑦障 が い 者 控 除 
〈身体障がい者等のいる場合〉 

２７万円×    人＝ 

障がい者控除額 

円 

⑧特別障がい者控除 
〈特別身体障がい者等のいる場合〉 

４０万円×    人＝ 

特別障がい者控除額 

円 

控 除 金 額 （①～⑧） 合 計 

控除額（ｄ） 

   円 

 

                          

                               ※14ページヘ 
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８．家賃（住宅使用料）の計算方法 参考      
 

家賃の計算は以下の方法で実施しています。 

 

(A)家賃算定基礎額・・・入居者の収入に応じて設定される家賃算定の基礎となる金額で、

政令によって定められています。 

 

一般世帯 裁量世帯 あなたの世帯の月収額（14ページの算出金額） 家賃算定基礎額 

１ １ ０ ～ １０４，０００円 ３４，４００円 

２ ２ １０４，００１ ～ １２３，０００円 ３９，７００円 

３ ３ １２３，００１ ～ １３９，０００円 ４５，４００円 

４ ４ １３９，００１ ～ １５８，０００円 ５１，２００円 

 
５ １５８，００１ ～ １８６，０００円 ５８，５００円 

６ １８６，００１ ～ ２１４，０００円 ６７，５００円 

 

(B)市町村立地係数・・・国が市町村毎に、地価の状況に基づき設定した数値で、市川市 

は１．１０と定められています。 

 

(C)規模係数・・・・・・住宅の専用床面積を６５㎡で割った数値 

 

(D)経過年数係数・・・・建設後の経過年数に応じた数式で定められる数値 

 

地 域 構 造 経過年数係数 

全地域 非木造 １―０．００３９（※）×経過年数 

※平成１６年公営住宅法施行令改正の激変緩和措置の対象となる場合はこの限りではありません。 

 

(E)利便性係数・・・・・市営住宅の建っている地域の状況や、住宅の設備などの利便を 

勘案して０．７～１．３の範囲で市川市が定めた数値 

 

 

月々の家賃 ＝  (A)  ×  (B) ×  (C) ×  (D)  ×  (E) 

家賃算定基礎額 市町村立地係数  規模係数   経過年数係数   利便性係数 

 

家賃は、入居者の収入や、各市営住宅の条件によって異なるとともに、毎年変わります。 
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９．市営住宅概要一覧               
単＝単身者入居可能部屋 

団 地 名 階数  
管理 

開始 

戸 数 
代 表 的 な 間 取 り 風呂設備 

台所

給湯  

洗濯機 

置き場 

網戸 

標準 

設置 
 うち 

単身可 

大町第一団地Ａ棟 ５ H04 37 5 6/6/4.5/DK 6/6/DK  単 バランス釜  室内 有 

〃  Ｂ棟 ７・EV H03 67 13 6/6/4.5/DK 6/6/DK  単 バランス釜  室内 有 

〃  Ｃ棟 ７・EV H05 73 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

大町第二団地１号棟 ４ S44 24 24 6/4.5/3/K 単  バランス釜  室内  

〃  ２号棟 ５ S45 30 30 6/4.5/3/K 単  バランス釜  ベランダ  

   〃  ３号棟 ５ S45 30 30 6/4.5/3/K 単  バランス釜  ベランダ  

   〃  ４号棟 ５・EV S46 75 75 6/6/DK  単 6/4.5/DK 単 バランス釜  ベランダ  

   〃  ５号棟 ７・EV S47 90 90 6/6/DK  単 6/4.5/DK 単 バランス釜  ベランダ  

   〃  ６号棟 ４ S48 16 16 6/4.5/DK 単  バランス釜  ベランダ  

   〃  ７号棟 ６・EV H06 78 22 6/6/4.5/DK 6/6/DK  単 給湯器 有 室内 有 

   〃  ８号棟 ５・EV H08 50 10 6/6/4.5/DK 6/6/DK  単 給湯器 有 室内 有 

大町第三団地Ａ棟 ８・EV S47 104 104 6/6/DK  単 6/4.5/DK 単 バランス釜  ベランダ  

   〃  Ｂ棟 ９・EV S48 135 135 6/6/DK  単 6/4.5/DK 単 バランス釜  ベランダ  

南大野団地  ３・EV H13 15 － 6/6/4.5/LDK 6/6/LDK 給湯器 有 室内 有 

柏井第一団地１号棟 ３ S60 30 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

   〃  ２号棟 ３ S61 27 6 6/6/4.5/DK 6/4.5/DK 単 バランス釜  室内 有 

   〃  ３号棟 ３ S63 12 － 6/6/4.5/DK 6/4.5/4.5/DK バランス釜  室内 有 

柏井第二団地 ３・EV H09 17 17 6/6/DK  単 6/4.5/DK 単 給湯器 有 室内 有 

柏井第三団地 ２ S59 12 12 6/4.5/DK 単  バランス釜  室内 有 

奉免団地１号棟 ３ S55 18 － 6/6/3/DK  バランス釜  室内  

 〃  ２号棟 ３ S55 18 － 6/6/3/DK  バランス釜  室内  

 〃  ３号棟 ３ S55 30 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内  

 〃  ４号棟 ３ S55 16 － 6/6/3/DK  バランス釜  室内  

 〃  ５号棟 ３ S55 18 － 6/6/LDK  バランス釜  室内  

北方第一団地１号棟 ３ S53 18 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内  

   〃  ２号棟 ３ S53 12 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内  

   〃  ３号棟 ３ S53 24 － 6/4.5/4.5/DK  バランス釜  室内  

北方第二団地Ａ棟 ３ H01 12 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

   〃  Ｂ棟 ３ H01 15 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

   〃  Ｃ棟 ３ H03 24 4 6/6/4.5/DK 6/6/DK  単 バランス釜  室内 有 
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団 地 名 
令和７年度家賃 

（参考） 
所 在 地 ア ク セ ス 

大町第一団地Ａ棟 23,200～73,800 大町 95 北総線松飛台駅 徒歩 5分 

〃  Ｂ棟 24,200～76,400   〃         〃 

〃  Ｃ棟 28,100～84,600   〃         〃 

大町第二団地１号棟 9,900～25,200 大町 124 北総線松飛台駅 徒歩 5分 

〃  ２号棟 10,700～26,600   〃         〃 

   〃  ３号棟 10,700～26,600   〃         〃 

   〃  ４号棟 8,700～27,600   〃         〃 

   〃  ５号棟 9,900～28,200   〃         〃 

   〃  ６号棟 9,800～32,500   〃         〃 

   〃  ７号棟 25,100～92,800   〃         〃 

   〃  ８号棟 25,300～102,400   〃         〃 

大町第三団地Ａ棟 9,200～29,400   〃 北総線松飛台駅 徒歩 7分 

   〃  Ｂ棟 10,200～34,800   〃         〃 

南大野団地  27,400～82,300 南大野 2-27-13 JR 線市川大野駅 徒歩 12 分 

柏井第一団地１号棟 21,700～71,300 柏井町 2-1344 JR 線船橋法典駅 徒歩 25 分 

   〃  ２号棟 18,300～72,200   〃         〃 

   〃  ３号棟 22,700～69,400   〃         〃 

柏井第二団地 17,200～122,500 柏井町 2-754 JR 線下総中山駅からバス 柏井市営住宅下車 徒歩 1 分 

柏井第三団地 15,900～58,300 柏井町 2-1358 JR 線船橋法典駅 徒歩 25 分 

奉免団地１号棟 17,400～48,800 奉免町 310 JR 線本八幡駅からバス 市川東高校入口下車 徒歩 10 分 

 〃  ２号棟 17,400～48,800   〃         〃 

 〃  ３号棟 18,300～49,100   〃         〃 

 〃  ４号棟 17,400～48,800   〃         〃 

 〃  ５号棟 17,900～46,600   〃         〃 

北方第一団地１号棟 18,300～51,200 北方町 4-1996 JR 線船橋法典駅 徒歩 25 分 

   〃  ２号棟 18,300～51,200   〃         〃 

   〃  ３号棟 16,500～46,100   〃         〃 

北方第二団地Ａ棟 24,500～70,300 北方町 4-2008-4 JR 線船橋法典駅 徒歩 20 分 

   〃  Ｂ棟 24,500～70,500   〃         〃 

   〃  Ｃ棟 22,200～71,500   〃         〃 
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団 地 名 階数  
管理 

開始 

戸 数 

代 表 的 な 間 取 り 風呂設備 
台所 

給湯  

洗濯機 

置き場 

網戸 

標準 

設置  うち 

単身可 

曽谷第一団地 ３ S58 24 － 6/6/4.5/DK 6/4.5/4.5/DK バランス釜  室内  

曽谷第二団地 ３ S59 18 － 6/6/4.5/DK 6/4.5/4.5/DK バランス釜  室内  

曽谷第三団地 ３ S50 24 16 6/6/DK 6/4.5/DK 単 バランス釜  室内  

曽谷第四団地Ａ棟 ３ S62 18 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

曽谷第四団地Ｂ棟 ３ S62 6 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

宮久保団地 ３ S62 15 － 6/6/4.5/DK 6/4.5/4.5/DK バランス釜  室内 有 

東菅野団地 ３ S56 18 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内  

平田団地 ３ S63 15 15 6/4.5/DK 単  バランス釜  室内 有 

稲荷木団地 ２ S57 12 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

原木団地 ７・EV S61 21 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内 有 

行徳駅前団地  10・EV H13 25 21 3LDK(59 ㎡) 2DK(39㎡) 単 給湯器 有 室内 有 

相之川第一団地 ４ S60 19 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内  

相之川第二団地Ａ棟 ７・EV S50 119 － 6/6/3/DK 6/4.5/3/DK バランス釜  ベランダ  

   〃   Ｂ棟 ７・EV S52 126 － 6/6/3/DK 6/4.5/3/DK バランス釜  ベランダ  

相之川第三団地Ｃ棟 ７・EV S53 63 28 6/6/3/DK 6/6/DK  単 給湯器  ベランダ  

塩浜団地１号棟 ８・EV S54 104 － 6/6/4.5/DK 6/6/4.5/K バランス釜  室内  

 〃  ２号棟 ６・EV S56 66 － 6/6/4.5/DK 6/6/4.5/K バランス釜  室内  

 〃  ３号棟 ６・EV S57 66 － 6/6/4.5/DK 6/6/4.5/K バランス釜  室内  

 〃  ４-１号棟 ７・EV S58 46 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内  

 〃  ４-２号棟 ７・EV S59 50 － 6/6/4.5/DK  バランス釜  室内  

 

※１ 駐車場がある団地は、柏井第二団地と奉免団地です。 

※２ 南大野団地は借上住宅のため、令和 13 年 7 月末までとなる可能性があります。 

※３ 行徳駅前団地は借上住宅のため、令和 13 年 10月末までとなる可能性があります。 

※４ 階数欄にＥＶの表示がある物件にはエレベーターが設置されています。 

※５ 台所給湯が「有」となっていない場合は、ご自身でガス給湯器を設置していただくこととなります。 

※６ 次の設備は設置されていません。エアコン、ガスコンロ（行徳駅前団地を除く）、ウォシュレット（南大

野団地を除く）。 

※７ 改修時期等によって、一部仕様が異なる場合があります。 

※８ 築年数が長いことから経年劣化（年数が経つことで自然に劣化すること）による「ゆがみ」や「きしみ」 

   「汚れ」等があります。 
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団 地 名 
令和７年度家賃 

（参考） 
所 在 地 ア ク セ ス 

曽谷第一団地 21,900～69,100 曽谷 2-7-1 JR 線本八幡駅からバス 曽谷郵便局下車 徒歩 2 分 

曽谷第二団地 22,200～73,700 曽谷 1-37-5 JR線本八幡駅からバス 曽谷坂上下車 徒歩 3 分 

曽谷第三団地 12,300～48,500 曽谷 2-31-20 JR 線本八幡駅からバス 曽谷坂上下車 徒歩 10 分 

曽谷第四団地Ａ棟 23,700～78,900 曽谷 5-20 JR 線市川駅からバス 国分高校下車 徒歩 10分 

曽谷第四団地Ｂ棟 24,700～78,900 曽谷 5-20 JR 線市川駅からバス 国分高校下車 徒歩 10分 

宮久保団地 22,100～82,300 宮久保 2-24-20 JR 線本八幡駅からバス 宮久保坂上下車 徒歩 3 分 

東菅野団地 20,500～59,900 東菅野 3-12-18 JR 線本八幡駅からバス 東菅野三丁目下車 徒歩 3 分 

平田団地 16,800～66,500 平田 1-17-10 JR 線本八幡駅 徒歩 10分 

稲荷木団地 19,300～73,200 稲荷木 3-2-8 JR 線本八幡駅からバス 一本松下車 徒歩 3分 

原木団地 21,500～94,900 原木 3-3-1 東西線原木中山駅 徒歩 10 分 

行徳駅前団地  20,700～127,200 行徳駅前 1-21-1 東西線行徳駅 徒歩 5分  

相之川第一団地 23,100～84,500 新井 1-1-20 東西線南行徳駅からバス 相の川下車 徒歩 3分 

相之川第二団地Ａ棟 13,400～49,700 相之川 1-7 東西線南行徳駅からバス 相の川下車 徒歩 5分 

   〃   Ｂ棟 13,600～51,200   〃              〃 

相之川第三団地Ｃ棟 15,000～53,900 相之川 1-23 東西線南行徳駅からバス 相の川下車 徒歩 3分 

塩浜団地１号棟 17,700～57,500 塩浜 4-4 東西線南行徳駅からバス 塩浜四丁目下車 徒歩 5 分 

 〃  ２号棟 17,800～63,100   〃              〃 

 〃  ３号棟 19,100～75,100   〃              〃 

 〃  ４-１号棟 20,700～74,200 塩浜 4-6              〃 

 〃  ４-２号棟 21,000～74,600   〃              〃 
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10．市営住宅位置図                
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 大町第一団地★ 

② 大町第二団地★ 

③ 大町第三団地★ 

④ 南大野団地 

⑤ 柏井第一団地★ 

⑥ 柏井第二団地★ 

⑦ 柏井第三団地★ 

⑧ 奉免団地 

⑨ 北方第一団地 

⑩ 北方第二団地★ 

⑪ 曽谷第一団地 

⑫ 曽谷第二団地 

⑬ 曽谷第三団地★ 

⑭ 曽谷第四団地 

⑮ 宮久保団地 

⑯ 東菅野団地 

⑰ 平田団地★ 

⑱ 稲荷木団地 

⑲ 原木団地 

⑳ 行徳駅前団地★ 

㉑ 相之川第一団地 

㉒ 相之川第二団地 

㉓ 相之川第三団地★ 

㉔ 塩浜団地 

 

★単身入居可能部屋がある

団地 

京成本線 
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11．住宅困窮度自己判定表            

 区 分 内 容 点数 

1 住宅状況 住宅以外の建物に居住している（物置、倉庫、納屋等） 20 

倒壊等の恐れがある建物 12 

住宅設備上の不備（専用の台所、便所、浴室のいずれかがない） 8 

2 世帯同居状況 親族以外の世帯と同居している 4 

適当な間取りの住宅がなく親族と同居できない 4 

3 狭小過密状態 居室が 1つで３人以上が居住している 4 

4 立退要求の有無 家主の正当理由により立退要求を受けている 10 

 
 

社宅、社員寮、マンションの管理人等で立退要求を受けている（定

年退職及び自己都合退職は除く） 
10 

5 家賃負担率（注１） 

収入の月額に対する家賃

の負担割合 

負担率が 45％以上 3 

負担率が 35％以上 45％未満 2 

負担率が 25％以上 35％未満 1 

6 世帯構成状況 重度障がい者世帯 （身体障害者手帳 1・2 級、精神障害者保健福祉手帳 1

級、療育手帳 A・A1、常時就床を要する方がいる世帯） 
3 

中度障がい者世帯 （身体障害者手帳 3・4 級、精神障害者保健福祉手帳 2

級、療育手帳 A2・B1 の方がいる世帯） 
2 

上記以外の世帯で 1年以上の疾病等で就労ができない世帯 1 

世帯全員が 60歳以上の高齢者世帯及び 60歳以上の単身世帯 2 

18歳未満の児童が 3人以上いる世帯 4 

18歳未満の児童が 2人いる世帯 3 

18歳未満の児童が 1人いる世帯 2 

未就学児がいる世帯 1 

ひとり親世帯（20歳未満の子がいる） 1 

DV等被害者世帯 3 

犯罪被害者等世帯 3 

7 その他 

  

申込回数が連続 3 回以上の者（自己都合による紹介辞退は回数に含ま

ない） 
1 

大規模な火災、震災、その他の災害により住宅が滅失した（3 年以内） 5 

福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等がされている地域に居

住していた（避難指示区域外の支援対象避難者を含む） 
3 

前年度、空家の紹介を受け、自己都合(やむを得ない事情を除く）で入居

を辞退 
-1 

  合 計 点 数 ― 

（注１） 家賃負担率＝1 ヶ月の家賃÷収入の月額×１００  

 ※ 点数の根拠となる提出書類に不備がある場合、加点されません。  
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12．提出書類一覧（確認用）            

・必ず提出する書類（P６～P7参照） 

□ 市営住宅入居登録申込書    □ 希望団地調査表 

□ 最新の賃貸借契約書のコピー（もしくは＊家賃負担申述書等） 

□ 収入を証明する書類（下記のいずれか） 

・ 令和７年分 源泉徴収票のコピー ・ ＊給与支払（支払予定）証明書 

・ 令和７年分 確定申告書（控）のコピー    

・ 令和８年度 市県民税課税・非課税証明書 

・ 年金振込通知書、年金額改定通知書、公的年金等の源泉徴収票いずれかのコピー 

・申込者の状況に応じて提出する書類（P8～P11参照） 

□ ＊単身入居の入居者資格認定のための申立書（単身申込者）      

□ 身体障害者手帳のコピー    □ 精神障害者保健福祉手帳のコピー 

□ 生活保護受給証明書      □ 療育手帳のコピー  

□ 児童扶養手当証明書のコピー  □ 戸籍全部事項証明書 

□ 在留カードのコピー（入居希望者全員） 

□ 裁判所の保護命令決定書等または配偶者暴力相談支援センターにおいて相談を

行ったことの証明書のコピー 

□ ＊犯罪被害者等確認書 

□ 離婚手続中であることが確認できる書類（＊離婚手続中であることの申述書） 

□ ＊婚約申述書           

□ １年以上の療養（入院・通院）を要するため就労ができないことを証する医師の診断書 

□ 常時就床を要することを証する医師の診断書等 

□ 住民票（本籍記載、マイナンバー非表示のもの） 

□ パートナーシップ証明カード等 

□ 離職票のコピー           □ 雇用保険受給者証のコピー 

□ ＊退職証明書            □ 退職予定証明書 

□ ＊取壊し等に関する賃貸人の証明書  □ 更新拒絶通知、解約申入通知等 

□ 競売開始決定正本または売買契約書のコピー、家屋の売却予定を証明する書類 

□ 住宅の写真 

□ その他書類（                            ） 

＊は所定用紙（市営住宅課の窓口及び市公式ウェブサイトにて配布） 


